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公費負担医療制度とは

医療保険

医療保障制度

後期高齢者医療制度 公費負担医療

公費負担医療制度とは…

社会福祉および公衆衛生の向上発展を期するための施策で、国及び地方公共団体が一般財

源を基礎として、医療に関する給付を行う制度である。
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制度 主体 申請手続き

戦傷病者特別援護法 国 本人⇒福祉事務所

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 国 本人⇒都道府県

感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律

結核
以外

国・都道府県
医師⇒保健所（届出）

結核 国・都道府県 本人⇒保健所

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 国・都道府県 本人⇒市町村

障害者自立支援法 市町村 本人or保護者⇒市町村

麻薬及び抗精神薬取締法 国・都道府県 医師⇒都道府県知事（届出）

児童福祉法 国・都道府県 保護者⇒保健所

母子保護法 国・都道府県 保護者⇒保健所

特定疾患治療研究事業 都道府県 本人⇒保健所

児童福祉法の措置等 国・都道府県
本人⇒市町村長または都道
府県知事

生活保護法 国・都道府県 本人⇒福祉事務所

公害健康被害の補償等に関する法律 都道府県・政令市 （新規の認定は無）

予防接種法 国・都道府県・市町村 本人⇒市町村

各制度の主体と手続き方法
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公費負担の適用範囲

全疾患が公費負担医療費助成の対象となる制度

・生活保護

・原爆一般

・更生医療

・育成医療

定められた疾患を対象に公費負担

⇒他の疾患を併発していると公費分点数が生じる

・精神通院

・難病

・小児慢性疾患

・肝炎治療特別対策

定められた疾患の医療費の一部のみを対象に公費負担 ・結核通院

戦傷者特別援護法or障害者自立支援法によるもの
で18歳以上が対象（人工透析等）

障害者自立支援法によるもので、18歳未満が対象
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関係法令
憲法25条 生存権

生活保護法

施行時期 1950年5月4日

目的
すべての国民に対し、困窮の程度に応じて、生活や医療等の必
要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長する。

生活保護法

医療保険 70％ 公費30％

負担割合

公費 100％原則

生活保護と医療保険

併用の場合

生活保護単独の場合

生活保護を受給すると、その日から国民健

康保険の被保険者の資格は喪失するため、

国民健康保険との併用はない。

5

（注）生活保護単独の場合、後発医薬品調剤体制加算

等の対象には含めないが、併用の場合は対象とするこ

とができる
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生活保護法（医療扶助）の申請から診察まで

要保護者

福祉事務所等の長
指定医療機関

市町村

①申請

②発行

③記入依頼

医療要否

意見書 等

医療要否

意見書 等

⑥交付

医療券

調剤券

⑦提示医療券

調剤券

⑧診察④記入

医療要否

意見書 等

医療圏等の交付

医療券

調剤券

⑤提出

医療要否

意見書 等
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生活保護法による医療機関等指定申請書 医療要否意見書
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生活保護の医療扶助の内容
①診察

②薬剤または治療材料

③医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術

④居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護

⑤病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

⑥移送

健康保険の療養の給付、療養費の支給

+α＝眼鏡、氷のう、人工肛門授便器等、医療上必要不可欠なもの

・健康保険等で支給の範囲を超えている薬剤、処置、手術、治療材料に

ついても支給されることもある

診察 薬剤 手術 居宅 入院 移送
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生活保護に関する医療行政の流れ

9

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

「生活保護の医療扶助における
　　　　　後発医薬品に関する取り扱い」
（社会援護局）平成20年4月1日通知

「生活保護の医療扶助における
　　　　　　　後発医薬品に関する取り扱い」
（社会援護局）平成24年4月13日通知

IT新改革戦略
（IT戦略本部）

平成18年1月19日

IT新改革戦略
「生活保護等レセプト管理システム」
本格運用　平成23年4月

・電子レセプトを活用した医療費分析等の

　　　　　　　　　　　　　　　　具体的な方法・マニュアルの作成
・「生活保護等版レセプト管理システム」ソフトウェアの開発

一部抜粋
正当な理由なく価格の高い先発品を使い、
後発品への変更の指示に従わない場合に
は保護の停止または廃止を検討

「生活保護の医療扶助における
　　　　　　後発医薬品に関する取り扱い」
（社会援護局）平成20年4月30日通知

一部引用

指定医療機関
⇒・後発品の使用を考慮するよう努める

指定薬局
⇒・後発品の説明を行う
　  ・後発品調剤の必要な体制の確保

通知の訂正
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生活保護等版

レセプト管理システム

医療機関別 個人別

・GEの使用が低調な理由の調査

・使用促進に向けた協力依頼

・過剰な多剤投与、重複処方を受けている

・頻繁な受診

・指導対象者リストの作成

・レセプト1件当たりの請求点数が高い医療機関

・特定の診療行為や検査が多く行われている

「IT新改革戦略」
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平成18年1月19日 「IT新改革戦略」（IT戦略本部）

生活保護等版レセプト管理システムの開発

平成23年4月
生活保護の医療扶助に関する診療報酬明細（レセプト）の電子化

→ 本格運用



CopyrightⒸ2013 Nichi-Iko Medical Practice Institute Co.,Ltd. 

日医工MPI2013

平成24年4月13日

生活保護の医療扶助における
後発医薬品に関する取扱いについて

厚生労働省

社会・援護局保護課長

都道府県等

民主主管部長 宛
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通知に関する具体的取組
～後発医薬品に関する生活保護受給者に対する周知～

福祉事務所

周

知

ア 後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められ

た医薬品であること。

イ 国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいること。

ウ 処方医が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合には、生活保護受給

者に対し、薬局において、一旦、後発医薬品の服用を促すものであること。

工 処方医が後発医薬品の使用が可能であると判断したにもかかわらず、先発医

薬品の使用を継続している者に対して、後日、先発医薬品を使用している事情

等を福祉事務所が聴取することがあるとともに、後発医薬品の品質、有効性及

び安全性等について不安がある場合等には、後発医薬品について理解を求め

た上で、改めて服用を促すことになること。

オ 一旦、後発医薬品を服用した者に対しては、その後、改めて服用を踏まえた本

人の意向を確認の上、継続した後発医薬品の服用を促すことになること。

力 本取組は、生活保護受給者の理解の上、後発医薬品を服用することを促すもの

であり、強制するものでないこと。

生活保護受給者
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ア 生活保護法の指定を受けている薬局（以下「指定薬局」という。）に対して、別添2の文

書例を参考にして作成したパンフレットを用いて説明を行うなどにより、本取組の実施

に理解、協力を求めるとともに、当該福祉事務所における生活保護受給者に対する本

取組の周知の状況についても説明すること。

イ 指定薬局に対して、医師の判断により後発医薬品への変更を不可としていない処方せ

んを持参した生活保護受給者に対して、後発医薬品を一旦服用することを促して頂くよ

う協力を求めること。また、後発医薬品を一旦服用した生活保護受給者に対して、服用

を踏まえた本人の意向を確認の上、継続して後発医薬品を服用することを促して頂くよ

う協力を求めること。

ウ 上記イにより指定薬局に対して本取組への協力を求めた後、下記（5）のウにより、後

発医薬品の選択等について説明されなかったとの回答があった場合、当該指定薬局

に対して、その事情を踏まえたうえで、改めて本取組への協力を求めること。

説明・協力を要請
次項

参照

通知に関する具体的取組
～指定薬局に対する取組～
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次次項参照
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指定薬局に対する取組

参考にする
文書例
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生活保護の患者さん用のジェネリック説明ツール
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ア 調剤報酬明細書の確認

イ 処方せんの確認

ウ 生活保護受給者に対する確認

先発医薬品 後発医薬品

薬価収載

使用

抽出

処
方

変更不可

保険医署名（変更不可欄に「レ」または「×」を記載した場合

備
考

[個々の処方薬について、後発医薬品（ジェネ

「変更不可」欄に「レ」または「×」を記載し、「

処方せんの写しと

「変更不可」の確認

ア イ

イ により確認されたものに対して、先発医薬品の使用

に係る状況（指定薬局より後発医薬品の選択等について

説明を受けているか等）の確認を行うこと。

ウ

アにより抽出したリスト

に基づいて指定薬局に

処方箋の写しを依頼

通知に関する具体的取組
～後発医薬品を使用していない者の確認～
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福祉事務所

福祉事務所

指定薬局
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平成22年度生活保護負担金（事業費ベース）
の扶助別内訳

項目 金額 割合

生活扶助 11,552億円 35％

住宅扶助 4,996億円 15％

医療扶助 15,701億円 47％

介護扶助 659億円 2％
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自民党総合政策集（J-ファイル2012）

＜Jファイル目次＞（328項目）

Ⅰ.復興と防災

Ⅱ.経済成長

Ⅲ.教育・人材育成、科学技術、

文化・スポーツ

Ⅳ.外交・安全保障

Ⅴ.社会保障・財政・税制

1.社会保障制度（32項目）

2.財政・税制

Ⅵ.消費者、生活安全、法務

Ⅶ.エネルギー

Ⅷ.環境

Ⅸ.地方の重視・地域の再生

Ⅹ.農林水産業

Ⅺ.政治・行政・党改革

Ⅻ.憲法・国のかたち ジェネリックの使用を

原則化

保険制度

医療提供体制

医薬品関連

調剤薬局

生活保護

その他

レセプト電子化によるチェッ

ク機能の強化により医療費

扶助の抑制・適正化を推進

する （#163）

ジェネリック薬の使用義務化

（#163）

トーンダウン

生活保護
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